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次

告

示

○
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核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退

(

保
健
衛
生
課)

…

�

公

告

○
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
保
全
地
域
の
指
定
の
案
の
縦
覧

(

河
川
砂
防
課)

…

�

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

青
森
県
土

整
備
事
務
所)

…

�

○
右

同

(

弘
前
県
土

整
備
事
務
所)

…

�

○
右

同

(
八
戸
県
土

整
備
事
務
所)

…

�

人
事
委
員
会

○
平
成
十
六
年
度
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考

試
験
公
告

(

職

員

課)
…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百

四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
保
全
地
域
の
指
定
の
案
の
縦
覧

青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森

県
条
例
第
七
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
保
全
地
域

(

以
下

｢

保
全
地
域｣

と
い
う
。)

を
指
定
し
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
次
の

と
お
り
保
全
地
域
の
指
定
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
保
全
地
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
縦
覧
に
供

さ
れ
た
案
に
つ
い
て
、
青
森
県
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則

(

平
成
十
四
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号)

第
四
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
全
地
域
の
名
称

大
畑
川
流
域
ふ
る
さ
と
の
森
と
川
と
海
保
全
地
域

二

保
全
地
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

１

森
林

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
本
町
八
〇
の
二
〇
、
字
朝
比
奈
岳
国
有
林
一
〇
三
七
林
班
の
内
、

一
〇
三
九
林
班
の
内
、
一
〇
四
○
林
班
の
内
、
一
〇
四
一
林
班
の
内
、
一
○
四
二
林
班
の
内
、

一
○
四
三
林
班
、
一
〇
四
四
林
班
、
一
〇
四
五
林
班
の
内
、
一
〇
四
六
林
班
、
一
〇
四
七
林
班
、

一
○
四
八
林
班
の
内
、
一
〇
四
九
林
班
の
内
及
び
一
〇
五
四
林
班
の
内
並
び
に
字
赤
滝
山
国
有

林
一
○
五
八
林
班
の
内
、
一
〇
六
六
林
班
の
内
、
一
〇
七
四
林
班
の
内
、
一
〇
七
五
林
班
の
内
、

一
○
七
六
林
班
、
一
〇
七
七
林
班
の
内
、
一
〇
七
八
林
班
の
内
、
一
〇
八
二
林
班
の
内
、
一
〇

八
七
林
班
の
内
、
一
〇
八
八
林
班
の
内
、
一
〇
八
九
林
班
の
内
及
び
一
〇
九
五
林
班
の
内
並
び
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( )

に
字
鍋
滝
山
国
有
林
一
〇
九
七
林
班
の
内
、
一
〇
九
八
林
班
の
内
、
一
一
○
五
林
班
の
内
、
一

一
〇
九
林
班
の
内
、
一
一
一
四
林
班
の
内
、
一
一
一
六
林
班
の
内
、
一
一
一
七
林
班
の
内
、
一

一
一
八
林
班
の
内
、
一
一
二
○
林
班
の
内
及
び
一
一
二
二
林
班
の
内
並
び
に
字
二
階
滝
国
有
林

一
一
二
三
林
班
の
内
、
一
一
三
五
林
班
の
内
、
一
一
三
七
林
班
の
内
、
一
一
四
四
林
班
の
内
、

一
一
四
六
林
班
の
内
、
一
一
四
七
林
班
の
内
、
一
一
四
九
林
班
の
内
、
一
一
五
○
林
班
の
内
、

一
一
五
一
林
班
の
内
及
び
一
一
五
二
林
班
の
内
並
び
に
字
葉
色
山
国
有
林
一
一
五
三
林
班
の
内
、

一
一
五
九
林
班
の
内
、
一
一
六
二
林
班
、
一
一
六
四
林
班
、
一
一
六
五
林
班
の
内
、
一
一
六
六

林
班
の
内
、
一
一
六
七
林
班
の
内
、
一
一
七
一
林
班
の
内
及
び
一
一
七
二
林
班
の
内

２

河
川

�

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
赤
滝
山
国
有
林
一
○
五
八
林
班
、
一
○
六
六
林
班
、
一
○
七

四
林
班
及
び
字
葉
色
山
国
有
林
一
一
六
二
林
班
の
境
界
に
あ
る
大
畑
川
と
湯
ノ
股
川
の
合
流

点
か
ら
、
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
鍋
滝
山
国
有
林
一
○
九
九
林
班
、
一
一
○
二
林
班
、

一
一
○
三
林
班
及
び
一
一
○
五
林
班
の
境
界
に
あ
る
重
兵
衛
沢
と
階
子
沢
の
合
流
点
ま
で
の

大
畑
川
に
面
す
る
沢
敷
区
域

�

大
畑
川
の
う
ち
、
湯
の
股
川
と
の
合
流
点
か
ら
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
地
内
の
上
大
畑

橋
上
流
端
ま
で
の
区
間

�

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
湯
坂
下
地
内
及
び
字
�
ノ
木
地
内
の
河
跡
湖

３

海
岸

�

木
野
部
自
然
海
岸

�

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
鍵
掛
六
七
の
一
七
地
先
の
鷲
巣
沢
の
中
心
点
と
同
字
六
〇

の
一
地
先
の
鷲
巣
沢
の
中
心
点
と
を
結
ん
だ
線
の
延
長
線
を
基
点
に
し
て
平
行
に
南
東
へ

二
百
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
線
と
、
下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
木
野
部
六
〇
の
三
、
字
鍵
掛

二
の
三
、
四
の
一
と
の
境
界
線
及
び
字
佐
藤
平
国
有
林
一
一
九
六
林
班
わ
小
班
と
の
境
界

線
と
海
岸
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
佐
藤
平
国
有
林
一
一
九
六
林
班
わ
小
班
の
国
有
林
境
界
標

一
号
、
二
号
、
右
十
五
号
、
右
十
六
号
、
右
十
七
号
、
右
十
八
号
、
右
十
九
号
、
右
二
十

号
、
右
二
十
一
号
、
右
二
十
二
号
、
右
二
十
三
号
、
右
二
十
四
号
、
右
二
十
五
号
、
右
二

十
六
号
、
右
二
十
七
号
、
右
二
十
八
号
、
右
一
号
、
右
二
号
、
右
三
号
、
右
四
号
、
右
五

号
、
右
六
号
、
右
七
号
、
右
八
号
、
右
九
号
、
右
十
号
、
右
十
一
号
、
右
十
二
号
、
右
十

三
号
、
右
十
四
号
、
右
十
五
号
、
右
十
六
号
、
右
十
七
号
、
右
十
八
号
、
右
十
九
号
、
右

二
十
号
、
右
二
十
一
号
、
右
二
十
二
号
、
右
二
十
三
号
、
右
二
十
四
号
、
右
二
十
五
号
、

右
二
十
六
号
、
右
二
十
七
号
、
右
二
十
八
号
、
三
十
号
、
三
十
一
号
、
三
十
二
号
、
三
十

三
号
、
三
十
四
号
、
三
十
五
号
、
三
十
六
号
、
三
十
七
号
、
三
十
八
号
、
三
十
九
号
、
四

十
号
、
四
十
一
号
、
四
十
二
号
、
四
十
三
号
、
四
十
四
号
、
四
十
五
号
、
四
十
六
号
、
四

十
七
号
及
び
国
有
林
境
界
標
一
号
の
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�

ち
ぢ
り
浜
海
岸

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
及
び
ア
の
点
を
順
次
結
ぶ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

ア

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
赤
川
一
二
と
同
字
一
四
と
の
境
界
を
基
点
と
し
て
北
東
方

向
へ
二
百
六
十
五
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

イ

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
佐
助
川
四
九
一
地
先
水
路
と
同
字
二
の
一
と
の
境
界
を
基

点
と
し
て
北
東
方
向
へ
百
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

ウ

イ
の
基
点

エ

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
赤
川
一
三
の
一
と
同
字
一
三
の
二
と
の
境
界
を
基
点
と
し

て
北
東
方
向
へ
三
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

オ

ア
の
基
点
か
ら
北
東
の
方
向
へ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
延
長
線
の
地
点

三

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
十
月
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
日
ま
で

四

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
大
畑
町
役
場

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ヤ
マ
ニ
佐
藤
農
建

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

守

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
石
江
字
江
渡
五
二
の
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
四)

第
一
〇
〇
〇
二
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
、
石
、
鋼
構
造
物
、
舗
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
塗
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
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( )

般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
八
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
青
和
鉄
筋

二

代
表
者
の
氏
名

相
馬

君
江

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
自
由
ケ
丘
四
丁
目
三
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
二)

第
七
八
〇
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
十
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鉄
筋
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
九
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
小
島
建
築

二

代
表
者
の
氏
名

小
島

晴
俊

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
上
大
谷
地
六
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
一)

第
一
七
〇
一
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
六
年
九
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
六
年
九
月
七
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

人

事

委

員

会

平
成
16年

度
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考
試
験
公
告

平
成
16年
度
身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
青
森
県
職
員
採
用
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る

の
で
､
公
告
す
る
｡

平
成
16年
10月
１
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

増
田

孝
介

１
試
験
職
種
､
採
用
予
定
人
員
及
び
職
務
の
内
容

２
受
験
資
格

�
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
者

①
昭
和
50年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
62年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者

青 森 県 報平成16年10月１日 金曜日 第2386号3

試
験
職
種
採
用
予
定
人
員

職
務

の
内

容

一
般
事
務

２
人
程
度

知
事
部
局
等
の
本
庁
又
は
出
先
機
関
に
お
い
て
一
般
事
務

に
従
事
す
る
｡



( )
②
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

③
自
力
に
よ
り
通
勤
が
で
き
､
か
つ
介
護
者
な
し
に
職
務
の
遂
行
が
可
能
な
者

④
活
字
印
刷
文
に
よ
る
出
題
に
対
応
で
き
る
者

�
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
受
験
で
き
な
い
｡

①
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

②
地
方
公
務
員
法
第
16条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
の
う
ち
以
下
に
該
当
す
る
者

・
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
(準
禁
治
産
者
を
含
む
｡
)

・
禁
錮 こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
､
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

・
青
森
県
の
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
､
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過

し
な
い
者

・
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
､
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府

を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
､
又
は
こ
れ
に
加

入
し
た
者

３
試
験
の
日
時
､
場
所
及
び
合
格
発
表

４
試
験
の
方
法
及
び
内
容

５
受
験
の
手
続
及
び
受
付
期
間

�
受
験
の
手
続
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場
所

合
格

発
表

試
験

試
験

日

(開
始
時
刻
)

試
験
会
場

発
表
日

発
表

方
法

第
１
次

試
験

11月
７
日
(日
)

(午
前
９
時
30分
)

青
森
県
総
合
社
会

教
育
セ
ン
タ
ー

11月
12日

(予
定
)

第
２
次

試
験

11月
下
旬

(予
定
)

青
森
県
庁
舎
北
棟
12月
上
旬

(予
定
)

受
験
者
全
員
に
合
否
を

書
面
で
通
知
す
る
ほ
か
､

青
森
県
庁
及
び
県
内
各
県

税
事
務
所
等
の
掲
示
板
に

掲
示
す
る
｡

ま
た
､
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
に
も
合
格
者
の
受
験
番

号
を
掲
示
す
る
｡
(http:

//w
w
w
.pref.aom

ori.jp/

jinji-i/saiyou.htm
l)

試
験
方

法
内

容

第
１
次

試
験
教
養
試
験

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
及
び
知
能
に
つ
い
て
､
高
等

学
校
卒
業
程
度
の
五
枝
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
｡

(40題
､
２
時
間
)

第
２
次

試
験

作
文
試
験

文
章
に
よ
る
表
現
力
､
課
題
に
対
す
る
理
解
力
そ
の
他
の
能
力
に

つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
｡

面
接
試
験

主
と
し
て
人
物
に
つ
い
て
､
個
別
面
接
に
よ
り
試
験
を
行
う
｡

適
性
検
査

職
務
の
遂
行
に
必
要
な
適
性
に
つ
い
て
､
性
格
検
査
法
に
よ
る
検

査
を
行
う
｡

身
体
検
査

身
体
検
査
書
に
基
づ
き
､
職
務
の
遂
行
に
必
要
な
健
康
度
に
つ
い

て
検
査
を
行
う
｡

直
接
請
求
す
る

場
合

青
森
県
人
事
委
員
会
事
務
局
､
県
庁
正
面
受
付
､
県

内
各
県
税
事
務
所
､
各
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
､

西
地
方
農
林
水
産
事
務
所
､
青
森
県
東
京
事
務
所
及
び

本
県
の
各
県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る
｡

受
験
申
込
用
紙

の
入
手
方
法
郵
送
で
請
求

す
る
場
合

封
筒
の
表
に
｢採
用
選
考
試
験
案
内
請
求
｣
と
朱
書

し
､
120円

切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封

筒
(角
２
号
)
を
同
封
の
う
え
､
当
人
事
委
員
会
事
務

局
に
請
求
す
る
こ
と
｡

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
場
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
受
験
申
込
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
｡

直
接
持
参
す
る

場
合

受
験
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
､
必
ず
顔
写

真
を
貼
り
､
受
験
票
に
は
住
所
・
氏
名
を
明
記
の
う
え

50円
切
手
を
貼
っ
て
当
人
事
委
員
会
事
務
局
に
提
出
す

る
こ
と
｡



( )

�
受
付
期
間

10月
１
日
(金
)
か
ら
10月
22日

(金
)
ま
で

(た
だ
し
､
土
曜
日
､
日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
は
受
け

付
け
な
い
｡
)

受
付
時
間
は
､
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で
と
す
る
｡

郵
送
の
場
合
は
､
10月
22日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
｡

６
採
用
予
定
日

平
成
17年
４
月
１
日

７
試
験
結
果
の
開
示

こ
の
採
用
試
験
の
結
果
は
､
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
(平
成
10年
青
森
県
条
例
第
57号
)

第
18条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
口
頭
で
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

開
示
を
希
望
す
る
場
合
､
受
験
者
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
(た
だ
し
､
法
定
代
理
人
に
よ

る
請
求
は
､
受
験
者
が
請
求
時
に
未
成
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
｡
)
が
､
下
表
に
掲
げ
る
書
類
を

持
参
の
う
え
､
当
人
事
委
員
会
事
務
局
へ
直
接
請
求
す
る
こ
と
｡

受
付
時
間
は
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま
で
と
す
る
｡

(た
だ
し
､
土
曜
日
､
日
曜
日
､
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
及
び
12月
29

日
か
ら
１
月
３
日
ま
で
の
日
は
受
け
付
け
な
い
｡
)

８
給
与

初
任
給
は
､
134,400円

程
度
(平
成
16年

４
月
採
用
の
高
校
新
卒
者
の
場
合
)
で
あ
り
､
６

月
及
び
12月
に
期
末
・
勤
勉
手
当
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
､
支
給
条
件
に
応
じ
て
扶
養
手
当
､
通
勤

手
当
､
住
居
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
｡
(平
成
16年

度
は
給
料
月
額
の
２
％
が
減
額
さ
れ
て
い

る
｡
)
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受
験
申
込
方
法

郵
送
す
る

場
合

封
筒
の
表
に
｢採
用
選
考
試
験
申
込
｣
と
朱
書
し
､

簡
易
書
留
又
は
配
達
記
録
で
当
人
事
委
員
会
事
務
局
ま

で
送
付
す
る
こ
と
｡
受
験
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記

入
し
､
必
ず
顔
写
真
を
貼
り
､
受
験
票
に
は
住
所
・
氏

名
を
明
記
の
う
え
50円
切
手
を
貼
る
こ
と
｡

受
験
申
込
書
及
び
受
験
票
は
､
折
ら
ず
に
郵
送
す
る

こ
と
｡

受
験
票
の

交
付

受
験
票
は
10月
27日

(水
)
に
発
送
す
る
｡

な
お
､
受
験
票
が
11月
２
日
(火
)
ま
で
に
返
送
さ
れ
な
い
場
合
は
､

速
や
か
に
当
人
事
委
員
会
事
務
局
に
連
絡
す
る
こ
と
｡

試
験
開
示
請
求

で
き
る
者

開
示
内
容

開
示
受
付
期
間

開
示
場
所

第
１
次

試
験

第
１
次
試
験

不
合
格
者

第
１
次
試
験
の
順
位

及
び
総
合
得
点

合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

第
２
次

試
験

第
２
次
試
験

受
験
者

第
２
次
試
験
の
順
位
合
格
発
表
の
日

か
ら
１
月
間

青
森
県

人
事
委
員
会
事
務
局

青
森
市
新
町

二
丁
目
４
―
30

県
庁
舎
北
棟
５
階

〔
受
験
者
本
人
が
請
求
す
る
場
合
に
必
要
な
書
類
〕

受
験
票
又
は
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
(身
体
障
害
者
手
帳
､
運
転
免
許
証
､

学
生
証
､
旅
券
等
)

〔
受
験
者
の
法
定
代
理
人
が
請
求
す
る
場
合
に
必
要
な
書
類
〕

受
験
者
本
人
の
受
験
票
並
び
に
法
定
代
理
人
に
係
る
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
(法
定
代
理
人
自
身
の
運
転
免
許
証
､
旅
券
等
)
及
び
受
験
者
の
法
定
代
理
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
(戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
等
)



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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